
Ⅰ　利用料

(単位　円)

食費・光熱水費

単位数 市町村負担 本人負担 本人負担

a b c d e f g

a×10円×0.9 a×10円×0.1 b+c+d b c+d

1,147 10,323 1,147 12,320 10,323 1,997

853 7,677 853 9,380 7,677 1,703

585 5,265 585 6,700 5,265 1,435

524 4,716 524 6,090 4,716 1,374

476 4,284 476 5,610 4,284 1,326

※加算等

ただし、施設入所支援事業利用者の方は除く

１１　送迎加算（Ⅱ）　１回１０単位（片道につき自宅から施設の間を送迎した場合に加算） ただし、施設入所支援事業利用者の方は除く

(単位　円)

単位数 市町村負担 本人負担 食費・光熱水費 市町村負担 本人負担

a b c d e f g h i

a×10円×0.9 a×10円×0.1 特定障害者特別給付費 d-e b+c+e+f b+e c+f

459 4,131 459 6,335 4,131 2,204

387 3,483 387 5,615 3,483 2,132

312 2,808 312 4,865 2,808 2,057

236 2,124 236 4,105 2,124 1,981

171 1,035 171 2,951 1,035 1,916

※加算等

７　体験宿泊支援加算　１日１２０単位　（体験的な宿泊支援を利用し、その連絡調整その他相談援助を行った場合に加算）　

１２　福祉・介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）　（１月につき　＋所定単位×２１／１，０００）

　　　　　　　　　　　　　　　　１，１２２単位　（入院４日以上、訪問２回、１ヶ月１回を限度：入院期間中の日常生活支援等を行った場合に加算）

６　地域移行加算　１回５００単位　（退所後に生活する居宅を退所後３０日以内に訪問し、相談支援等を行った場合に、１回を限度に加算）

８　口腔衛生管理体制加算　１月につき３０単位　（歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、施設従業者に対する口腔ケアに係る技術的助言を月１
回
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上行っている場合に、１月につき所定単位を加算）

９　口腔衛生管理加算　１月につき９０単位       イ．歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対して、口腔ケアを月２回以上行うこと
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ロ．歯科衛生士が、イにおける入所者に係る口腔ケアについて、施設従事者に対し、具体的な技術的助言及び指導を行うこと。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ハ．歯科衛生士が、イにおける入所者の口腔に関する施設従事者からの相談等に必要に応じ対応すること。

１０　療養食加算　１日２３単位　（栄養士配置がされていて、療養食を提供した場合に加算）

１１　福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅰ）　（１月につき　＋所定単位×８６／１，０００）

１３　福祉・介護職員等ベースアップ等支援加　（１月につき　＋所定単位×２８／１，０００）

１　夜勤職員配置体制加算　１日６０単位　（厚生労働大臣が定める施設基準の職員数を夜勤者として配置している場合に加算）

２　重度障害者支援加算（Ⅰ）　１日２８単位　（昼間、生活介護を受ける利用者の方への支援が、１日を通じて適切に確保されるように基準職員数に加えて職員を配置している場合に加算）　　

３　入所時特別支援加算　１日３０単位　(入所日及び３０日を越える入院後に再度利用開始した場合に利用開始日から３０日を限度として加算)

４　入院・外泊時加算（Ⅰ）　１日３２0単位　（入院または外泊の期間に、１月につき８日を限度として所定単位数に代えて加算、初日と最終日は除く）

　　入院・外泊時加算（Ⅱ）　１日１９１単位  （入院または外泊の期間に、入院または外泊が８日を超えた日から８２日を限度として所定単位数に代えて加算、最終日は除く）

５　入院時支援特別加算　１回　　５６１単位　（入院４日未満、訪問１回、１ヶ月１回を限度：入院期間中の日常生活支援等を行った場合に加算）　
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２以下

１４　福祉・介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）　（１月につき　＋所定単位×２１／１，０００）

１６　食費・光熱水費の内訳　昼食５５０円（低所得者で当施設の短期入所事業を併用した場合は、３７５円）、光熱水費３００円　ただし、施設入所支援事業利用者の方は除く

２　施設入所支援事業

障害支援区分

施設入所支援サービス費対象サービス 施設入所支援サービス費対象外サービス
合計 市町村負担計 本人負担計

１5　福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算（１月につき　＋所定単位×２８／１，０００）

９　低所得者の食事提供体制加算　１日３０単位（食費負担は２５０円）

１０　延長支援加算　１日　６１単位　（８時間以上９時間未満の場合）

　　　　　　　　　　　　　９２単位　（９時間以上の場合）

１２　障害福祉サービスの体験利用支援加算（Ⅰ）　１日５００単位　（障害福祉サービス事業の体験利用を行った場合に、開始日初日から５日目までに限り加算）　

　　　障害福祉サービスの体験利用支援加算（Ⅱ）　１日２５０単位　（障害福祉サービス事業の体験利用を行った場合に、開始日６日目から１５日目までに限り加算）

１３　福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅰ）　（１月につき　＋所定単位×８６／１，０００）

５　訪問支援特別加算　１回　１８７単位　（１時間未満、訪問１ヶ月２回を限度：５日間連続利用がなく、利用に係る相談援助等を行った場合に加算）

　　　　　　　　　　　　　　２８０単位　（１時間以上、訪問１ヶ月２回を限度：５日間連続利用がなく、利用に係る相談援助等を行った場合に加算）

６　欠席時対応加算　１日９４単位　（急病によりその利用を中止した日の前々日、前日または当日に中止の連絡があった場合に加算）

７　リハビリテーション加算（Ⅰ）　１日４８単位　（リハビリテーション実施計画が作成されている頚髄損傷による四肢の麻痺等の状態にある利用者に対して加算）

　　リハビリテーション加算（Ⅱ）　１日２０単位　（リハビリテーション実施計画が作成されている利用者に対して加算）

８　利用者負担上限額管理加算　１回１５０単位　（１ヶ月１回を限度：障害福祉サービスの利用者負担合計額の管理を行った場合に加算）

１　人員配置体制加算（Ⅰ）　１日２１２単位　（厚生労働大臣が定める施設基準の人員配置を行っている場合に加算）

２　福祉専門職配置等加算（Ⅰ）　１日１５単位　（常勤で生活支援員として配置している職員のうち、介護福祉士等である職員の割合３５％以上ある場合に加算）

３　常勤看護職員等配置加算（Ⅰ）　１日１９単位　（看護職員を常勤換算で１名以上配置している場合に加算）

　　常勤看護職員等配置加算（Ⅱ）　１日３８単位　（看護職員を常勤換算で２名以上配置し、医療的ケアが必要な利用者が利用した日に加算）

　　常勤看護職員等配置加算（Ⅲ）　１日５７単位　（看護職員を常勤換算で3名以上配置し、判定スコアの各項目に規定する状態のいずれかに該当する利用者を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2名以上受け入れた場合に加算）

４　初期加算　１日３０単位　（利用開始した日から起算して３０日以内の期間について、利用日に加算）
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付表-１ 15．施設利用サービス料金表（R４.10.1）

１　生活介護事業

障害支援区分

生活介護サービス費対象サービス
合計 市町村負担計 本人負担計



Ⅱ　利用者負担の上限について

１　障害者福祉サービス月額負担上限額

0 円
0 円

37,200 円

２　高額障害福祉サービス費

３　食費等実費負担の軽減について

※詳しくは市町村担当課へお問合せください。

一般２ 上記以外

障害福祉サービスの定率負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

負担上限月額については、障害福祉サービス受給者証に記載されています。不明な点は市町村担当課へお問い合わせください。

区　分 世帯の収入状況 月額負担上限額

同一世帯で、障害福祉サービスの負担額（介護保険も併せて利用している場合は、介護保険の負担額も含む。）の合算額が基準額を超える場合は、高額障害福祉
サービス費が支給されます（償還払い方式によります）。

●施設入所支援の食費・光熱水費の実費負担については、低所得者に対して、食費・光熱水費の実費負担をしても、少なくとも手元に２５，０００円が残るよ
う、食費等基準費用額（５４，０００円）から所得に応じた負担限度額を控除した額を補足給付が行われます。
●通所系サービス利用にあたっては、利用者が低所得または一般世帯（市町村民税所得割１６０，０００円未満世帯）である場合、食材料費のみの負担となるた
め、食費額全体のおよそ材料費のみの負担となります。なお、食材料費は、施設ごとに額が設定されます。

生活保護 生活保護受給世帯
低所得 市町村民税非課税世帯（３人世帯で障害基礎年金１級受給の場合、収入が概ね３００万円以下の世帯）

一般１
市町村民税課税世帯（所得割１６万円未満：収入が概ね６００万円以下の世帯が対象）
　※入所施設利用者（２０歳以上）、グループホーム・ケアホーム利用者を除きます。

9,300 円

１４　食費・光熱水費１，７４５円（内訳　朝食３９５円、昼食５５０円、夕食５００円、光熱水費３００円）


